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地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び

向
上
を
図
る
た
め
、
市
町
村
は
、
国
が
作
成

す
る
「
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
基
本
方
針
」

に
基
づ
き
、「
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
」

を
作
成
し
、
国
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
国
は
認
定
さ
れ
た
「
歴
史
的
風

致
維
持
向
上
計
画
」
に
基
づ
い
て
、
法
律
上

の
特
例
措
置
や
各
種
事
業
に
よ
り
重
点
的
な

支
援
を
行
い
ま
す
。

本
方
針
は
、
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向

上
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に

講
じ
る
た
め
に
必
要
な
基
本
的
事
項
を
定
め

た
も
の
で
す
。

ま
た
同
時
に
、
市
町
村
が
「
歴
史
的
風
致

維
持
向
上
計
画
」
を
作
成
す
る
際
の
指
針
と

な
る
ほ
か
、
国
が
当
該
計
画
を
認
定
す
る
際

の
基
準
と
な
り
ま
す
。

歴
史
ま
ち
づ
く
り
法
の
仕
組
み

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
基
本
方
針（
図
１
）図1

歴
史
ま
ち
づ
く
り
法
の
概
要

�．地域における歴史的風致の維持及び向上の意義
◆地域の新たな文化や産業の創造の源や、当該地域を訪れる人が地域の歴史や伝統を体感
し、参加する場として大きな価値
◆地域活性化につながるとともに、伝統文化の保存、継承するに当たり重要な意味
�．重点区域の設定
◆重点区域の定義
◆施策の実施の必要性と重点区域との関係
◆重点区域の規模
�．文化財の保存及び活用
◆文化財の適切な保存と活用の必要性
◆文化財の総合的把握と、基本的な構想に基づく取組みの必要性
◆まちづくり行政と文化財行政との連携
◆都道府県文化財部局との連携
�．歴史的風致維持向上施設の整備及び管理
◆歴史的風致維持向上施設の定義
◆具体的な記載内容イメージ
◆施設管理者との同意
◆史実に即することや景観上の配慮、効果の検証
�．良好な景観の形成に関する施策との連携
◆景観法などによる総合的、一体的な施策の必要性
◆重点区域における景観計画の活用と計画への位置づけ
◆重点区域における景観地区、高度地区、風致地区、歴史的風致維持向上地区計画など
都市計画の活用
�．歴史的風致向上計画の認定
◆歴史的風致維持向上計画の認定基準 ◆認定と連携した支援措置
◆認定の手続き（認定申請、記載事項など） ◆その他の支援措置
◆認定と連携した法に定める措置
�．その他重要事項
◆歴史的風致維持向上協議会
◆歴史的風致維持向上支援法人
◆歴史的風致維持向上地区計画

歴史まちづくり法（正式名称「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」）は、平成20年5月16日
に成立、同月23日に公布。本年11月4日に施行されました。
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市
町
村
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、「
歴
史

的
風
致
維
持
向
上
計
画
」
を
作
成
す
る
際
に

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

・
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る

方
針

・
重
点
区
域
の
位
置
及
び
区
域

・
文
化
財
の
保
存
又
は
活
用
に
関
す
る
事
項

・
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
施
設
の
整
備
又
は

管
理
に
関
す
る
事
項

・
歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物
の
指
定
の
方
針

・
計
画
期
間
　
　
な
ど

計
画
の
イ
メ
ー
ジ
は
図
２
の
と
お
り
で
す
。

歴
史
的
環
境
形
成
総
合
支
援
事
業

歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物
の
復
原
・
修
理

な
ど
を
中
心
と
し
た
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
（
建

造
物
に
関
連
し
た
伝
統
行
事
の
開
催
な
ど
）

両
面
に
わ
た
る
取
組
み
を
総
合
的
に
支
援
し

ま
す
。

都
市
公
園
事
業

史
跡
、
城
跡
な
ど
を
復
原
し
た
も
の
で
歴

史
上
ま
た
は
学
術
上
価
値
の
高
い
も
の
が
補

助
対
象
施
設
と
な
り
ま
す
。
公
園
管
理
者
以

外
の
地
方
公
共
団
体
や
歴
史
的
風
致
維
持
向

上
支
援
法
人
に
対
し
て
も
支
援
し
ま
す
。

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画

認
定
計
画
に
基
づ
く
各
種
事
業
に
よ
る
支
援

図2

ホームページでは、歴史まちづくり法関係法令、国の基本方針、
関連する支援制度の概要、その他関係情報を掲載しております
ので、是非ご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/crd/rekimachi/index.html

国土交通省　都市・地域整備局　公園緑地・景観課
景観・歴史文化環境整備室

電話 03-5253-8954 FAX 03-5253-1593

お問い合わせ

特集2■歴史的風致を守る　－歴史まちづくり法施行－

歴史的環境形成総合支援事業（H20:7億3千万円）により、国指定文化財以外の歴史的風致を形成する寺社や
住宅などの建造物の復原・買取・修理や、伝統行事などソフト事業を総合的に支援

○歴史的風致維持向上に関する基本的な方針
○計画期間（概ね5～10年）


